
 【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01 鉄道建設等業務 コスト縮減の取組等の推進 22年度から実施
　現在実施しているコスト縮減策の効果を検証した上で、一層のコスト縮
減に努めるとともに、コスト縮減の取組・効果については、引き続きホー
ムページ等国民に分かりやすい形で公開する。

2a

　国土交通省の「公共事業コスト構造改善プログラム」を踏まえ機構が策定した「コスト構造改善プログラム」に基づき、引
き続きコスト縮減の取組を推進している。コスト縮減の推進に当たっては、機構内に設置しているコスト構造改善プロジェク
トチーム会議において、現在実施しているコスト縮減策の効果を検証した上で、一層のコスト縮減に努めている。
　また、コスト縮減の取組・効果については、引き続きホームページにて具体的事例を図を用いて示すなど、国民に分かりや
すい形で公開している（平成22年度実施分は、平成24年１月に公開）。
（参考）総合コスト改善額　H21年度13,655百万円、H22年度16,534百万円

02
鉄道助成業務（補助金
等交付業務等）

補助金交付業務の一部の国への
移管

23年度から実施

　補助金等交付業務については、交付先・内容が特定的なものである「財
団法人鉄道総合技術研究所に対する超電導磁気浮上式鉄道（リニア）の鉄
道技術開発費補助金」及び「日本高速道路保有・債務返済機構に対する新
線調査費等補助金」は、国に移管する。

1a
　｢公益財団法人鉄道総合技術研究所（旧財団法人鉄道総合技術研究所）に対する超電導磁気浮上式鉄道（リニア）の鉄道技術
開発費補助金」及び「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対する新線調査費等補助金」は、平成23年４月１日よ
り国からの直接交付とした。

03
特例業務（国鉄清算業
務）

利益剰余金の国庫納付 23年度から実施 　特例業務勘定の利益剰余金は国庫納付する。 1a
　平成23年５月に成立し公布された「東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」
に基づき、特例業務勘定の利益剰余金のうち1,200,000,000千円を平成23年６月及び平成24年３月に国庫納付した。

04 船舶の共有建造等業務 財務内容の健全化の向上等 22年度から実施

　今後の業務の在り方については、重点集中改革期間における取組の成果
を踏まえつつ、内航海運活性化に向けた政策全体の中での位置付け、政策
目標、政策手段の有効性等を検討し、その結果を次期中期目標等に反映す
る。

2a

  今後の業務の在り方については、重点集中改革期間（平成17年度から平成21年度）における取組の成果等を踏まえ、「内航
海運効率化のための鉄道建設・運輸施設整備支援機構船舶勘定見直し方針」（平成16年12月策定）に基づく取組を継続しつ
つ、平成22年度以降、船舶使用料の引き上げを行うなど更なる財務改善に努めている（船舶使用料の利息相当分の利率　平成
22年度「財政融資資金貸付金利＋1.35％」、平成23・24年度「財政融資資金貸付金利＋1.45％」）。これらの取り組みにより
平成23年度も約９億円の当期利益を計上し、同額分繰越欠損額が減少した。また、船舶の共有建造業務における政策誘導機能
を強化する観点から、平成23年度も引き続きスーパーエコシップや16％CO2排出削減船といった高度な環境性能を有する船舶の
建造等に対して重点的な支援を行っており、今後もこうした取組を継続し、適宜適切に事業の見直しを行っていく。これらの
見直し、検討の結果については、次期中期目標等に反映させることとしている。

05
高度船舶技術開発等業
務

利子補給及び債務保証業務の終
了

22年度中に実施
　利子補給及び債務保証業務は、業務方法書を変更し、平成22年度をもっ
て終了する。

1a
　基本方針どおり、利子補給及び債務保証業務について、平成23年３月に業務方法書を変更し、平成22年度をもって終了し
た。

06
造船業構造転換業務
【経過業務】

- - - - -

07 基礎的研究業務 法人の業務としては廃止 24年度以降実施 　法人の業務としては廃止し、真に必要なものについては国で実施する。 2a
　鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務としては廃止し、真に必要なものを国で実施することについて、平成25年に通常国
会に所要の法案を提出することにつき検討を行っているところ。

08
内航海運活性化融資業
務

- - - - -

【資産・運営等の見直し】

国土交通省 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

事務・事業
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実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

09 特例業務勘定の利益剰余金 23年度から実施 　特例業務勘定の利益剰余金は国庫納付する。 1a
　平成23年５月に成立し公布された「東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」
に基づき、特例業務勘定の利益剰余金のうち1,200,000,000千円を平成23年６月及び平成24年３月に国庫納付した。

10
鉄道施設貸付・譲渡事業の出資
金

22年度中に実施
　鉄道施設貸付・譲渡事業の一部終了に伴う政府出資金12億5000万円を国
庫納付する。

1a
　鉄道施設貸付・譲渡事業の一部終了に伴う政府出資金3,649,040千円（平成21年度の一部終了に伴う政府出資金1,250,109千
円及び平成22年度の一部終了に伴う政府出資金2,398,931千円）を平成23年３月に国庫納付した。

11
高度船舶技術開発等業務におけ
る信用基金

23年度中に実施
　利子補給及び債務保証業務に係る信用基金（政府出資金）10億円を国庫
納付する。

1a
　利子補給及び債務保証業務に係る信用基金（政府出資金）1,000,000千円に係る不要財産の譲渡収入を平成23年９月に国庫納
付した。

12 事務所等の見直し 地方機関の見直し 23年度以降実施

　国鉄清算事業東日本支社（大宮）、国鉄清算事業西日本支社（淀川
区）、品川作業所等について、土地処分の進ちょく等に応じて、組織の縮
小・廃止等の見直しを行う。また、鉄道建設本部東京支社（芝公園）につ
いて、事務所借上経費を削減する観点から、移転等を検討する。

2a

　国鉄清算事業東日本支社、国鉄清算事業西日本支社及び品川作業所については、業務の進捗を見極め、組織の縮小・廃止等
の見直しを行うこととしており、業務の進捗にあわせて、このうち国鉄清算事業東日本支社は事務所借上面積を縮小し、品川
作業所は、平成23年度末をもって廃止した。
　なお、国鉄清算事業東日本支社中部事務所については、南方貨物線（大府駅・名古屋貨物ターミナル間）の土地処分が完了
したことに伴い、平成22年11月に廃止した。
　また、鉄道建設本部東京支社については、事務所借上経費を削減する観点から、平成23年９月に移転を行った。

13 職員宿舎の見直し 職員宿舎の集約化等 22年度から実施
　職員宿舎については、業務の進ちょく状況、入居状況等を勘案しながら
集約化や売却を進める。

2a

　職員宿舎については、平成22年度に上田宿舎を売却した。また、集約化に向けた検討を進めた結果、習志野台宿舎Ｂ棟を平
成23年度以降売却することとし、中期計画の変更を行うとともに、宿舎の用途廃止を行った。
　平成23年度においては、船橋宿舎について入居者を行田宿舎へ移転させ、用途廃止を行う等の取組を進めた。
　なお、今後も「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」（平成24年４月３日行政改革実行本部決定）を踏まえ、見直しに向
けた検討を進めていくこととしている。

14 人件費の見直し ラスパイレス指数の低減 22年度から実施
　本給や諸手当の見直し等によりラスパイレス指数を引き下げる取組を着
実に実施するとともに、人件費全体の抑制を更に図る。

2a

　給与水準の適正化に向け、平成23年度においては、次の措置を講じた。（１）職務手当の見直し（地方機関の課長に係る手
当の引き下げ等）（２）広域異動手当や単身赴任手当の支給対象とならない事務所限定職員の採用（３）平成24年度から中途
採用を実施
　引き続き、できる限り国家公務員の水準と同等になるよう俸給・手当も含めた全体的な給与の在り方について見直しを行
い、必要な措置を講ずる。なお、給与水準が国家公務員の水準を上回っている要因の一つと考えられる採用形態について多様
化（事務所限定職員や中途採用の推進）を図る。
　過去３か年の人件費及びラスパイレス指数の推移は以下のとおりである。
　・平成21年度  （人件費）13,885百万円　（ラスパイレス指数）114.2
　・平成22年度　（人件費）13,430百万円　（ラスパイレス指数）113.0
　・平成23年度　（人件費）13,122百万円　（ラスパイレス指数）112.8

不要資産の国庫返納

講ずべき措置
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